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２１点 ２１点

①　経営代表者は、安全管理規程第３条に基づき、輸
送の安全確保のため、安全管理規程の遵守と安全最
優先の原則の徹底に主体的に関与し、安全マネジメン
ト態勢を適切に運営すること。

②　安全統括管理者は、安全管理規程第１０条に基づ
き、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底すると
ともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。

③　運航管理者は、安全管理規程第１１条に基づき、
船舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に関す
る業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にし
てその実施の確保を図ること。

④　船長は、安全管理規程第１５条に基づき、発航前
点検を終え出港するとき等は、必ず陸上連絡員に連絡
すること。

⑤　船長は、安全管理規程第１９条に基づき、発航前に
おいて、航行中に遭遇する気象・海象（視程を除く。）に
関する情報を確認し、発航中止条件に達するおそれが
あると認めるときは、発航を中止すること。

⑥　船長は、安全管理規程第４３条に基づき、自船に事
故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速
やかに海上保安官署及び陸上連絡員等に連絡するこ
と。

⑦　安全統括管理者は、安全管理規程第５０条に基づ
き、事故処理に関する訓練を計画し、年１回以上これを
実施すること。

令和8年2月17日
（株）志々島オー
シャンズ

香川県三豊市
詫間町

輸送の安全確保
命令

　令和７年１２月３日、内航一般不定期航路事業者であ
る株式会社志々島オーシャンズのプレジャーモーター
ボート「オーシャンズ」が、三豊市宮ノ下港から志々島
へ航行中に操舵不能となり、亀笠島沖で座礁する事故
が発生した。これを受けて、令和７年１２月１７日に海上
運送法第２５条第１項に基づく立入検査を実施したとこ
ろ、安全管理規程に違反する事実が確認された。


